広島県立広島産業会館の警備管理・建築設備保守・
環境衛生管理・清掃等委託業務契約書（案）
　公益財団法人 ひろしま産業振興機構を甲とし、　　　　　　を乙として、甲乙両当事者は、次のとおり委託契約を締結した。

（目的）

第１条　甲は、広島県立広島産業会館（以下｢産業会館｣という。）における次の業務（以下｢委

託業務｣という。）を乙に委託し、乙はこれを受託した。

(1) 警備管理業務

(2) 建築設備保守管理業務

(3) 環境衛生管理業務及び関連設備点検業務

(4) 清掃業務

(5) ネズミ害虫駆除業務

(6) 一般廃棄物処理業務
(7) 植栽管理業務

（委託業務の内容）

第２条　乙は、委託業務について、別記｢警備管理業務仕様書｣｢建築設備保守管理業務仕様書｣｢環境衛生管理及び関連設備点検業務仕様書｣「清掃業務等仕様書｣｢ネズミ害虫駆除業務仕様書｣｢一般廃棄物処理業務仕様書｣及び「植栽管理業務仕様書」（以下｢仕様書｣という。）の定めるところにより甲の指示に従い誠実に実施するものとする。　　　　

（委託期間）

第3条 委託期間は、令和8（2026）年4月1日から令和13（2031）年3月31日までとする。

（委託料）

第4条 甲が乙に対して支払う委託料は、次のとおりとする。
（1）５年間の委託料は、合計　　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。
（2）１年間の委託料は、上記金額を５等分した額を上限とする。
（3）乙は、請求するにあたり、本条の定めにて算出した年額と差が生じる場合、当該年度の最終請求時に金額調整をするものとする。
（4）甲と乙は、各年度の４月に当該年度の１年間の委託料の総額等を確認するものとする。

　２　乙は、毎月甲に対して、毎月中に完了した委託業務に係る委託料を書面で請求するものとし、甲は当該請求を受けた日から起算して３０日以内に委託料を乙に支払うものとする。
　３　税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における消費税等相当額は、変動後の税率により計算する。
　４　消費税等相当額は、本件業務の各完了時点での税率により算出し、乙は甲に対して請求するものとする。
　５　期間が一月に満たない場合は、一月を３０日として日割計算（１円未満については切り捨てる。）を行う。

(権利義務の譲渡の禁止)

第５条　乙は、この契約によって生じる権利、又は義務を第三者に譲渡し、もしくは継承させてはならない。

（再委託の禁止）

第６条　乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。

（法令の遵守）

第７条　乙は、委託業務を履行するにあたって、労働関係諸法、その他関係法規を遵守しなければならない。

（従業員及び業務補助員）

第８条　乙は、委託業務に必要な従業員の数を従事させるものとし、契約締結後、直ちに書面により従業員の略歴書を添えて甲の承認を受けるものとする。また、従業員を交替させるときは、少なくとも１か月前までに甲に申し出て、甲の承認を受けなければならない。

　２　乙は、業務の繁忙時及び従業員の病気･事故等不測の事態に備えて、通常委託業務に従事する従業員の他に業務補助員を選定し、書面により甲の承認を受けるものとする。

　３　前項において、甲が通常の委託業務の範囲を超えて業務補助員を勤務させる場合は、超過した勤務日数に応じて、各仕様書に記載した日額を、第４条記載の委託料とは別に支払うものとする。

（実施計画書の作成）

第９条　乙は、仕様書に定めるところにより、委託業務実施計画書を甲に提出し、承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
（業務管理責任者等の選任）

第10条　乙は委託業務に従事する従業員の中から次に掲げる業務について、乙を代理する業務管理責任者及び業務管理副責任者を選任するものとする。

（1） 乙の従業員の指揮監督

（2） 委託業務の履行に関する甲との業務連絡及び調整

（3） その他契約の目的達成に必要な事項

（業務の報告）

第11条　乙は、毎日の委託業務の完了後、当日の業務日報を翌日までに提出し、甲の確認を受
けるものとする。

　２　甲は、前項の確認により仕様書に示すとおり委託業務が実施されていない場合、又は委託業務に不備があるときは、その手直しを命ずることができる。これに要する経費は乙の負担とする。

（経費の負担）

第12条 委託業務に要する経費のうち、電力及び給水に係る経費は甲が負担するものとし、機械器具、消耗品類等のその他の経費はすべて乙の負担とする。

　２　乙は、電力及び給水をともなう業務については、効率的に実施するものとする。

（関係施設の使用）

第13条 甲は、委託業務に従事する者の休憩室及び機械器具の保管その他委託業務を処理するため、必要な場所を無償で乙に使用させるものとする。

２　乙は、前項の規定により使用する休憩室等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

　３　乙は、この契約が満了したとき、又はこの契約が解除されたときは、第１項の規定により使用した休憩室等を甲の指示通り現状に回復すると共に、使用物件を甲に返還するものとする。

（損害賠償）

第14条 乙は、委託業務の実施にあたって発生した人的、物的損害については、それが甲の責めに帰する事由の場合の他は、すべて乙の負担とする。乙が利用者その他の第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。

（契約の解除）

第15条　甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。

(1) 乙が、この契約に違反したとき。

(2) 乙が、この契約を誠実に履行しないとき。又は履行する見込がないと認められるとき。

(3) 乙が正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。

(4) この契約締結後、事情の変更により、委託業務を実施する必要がなくなったとき。

２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。
(2)役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(7)再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
３　一方の当事者が前条の規定により本契約及び個別契約を解除した場合は、他方の当事者に損害が生じても、これを一切賠償しない。
（暴力団等からの不当介入の排除）

第16条　乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
２　乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
３　乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
（秘密の保持）

第17条　乙は、委託業務に関して知り得た事実及び個人情報の内容を他に漏らしてはならない。この契約が終了し又は解除された後についても同様とする。

　２　乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、公益財団法人ひろしま産業振興機構の個人情報保護に関する要綱、その他関係法令を遵守し、その取り扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう、最大限努めなければならない。
（引継業務）

第18条　乙以外の者がこの委託契約の受託者になった場合は、甲の指示に従い、乙は誠意をもって新しい受託者に業務引継を行うものとする。

（疑義の解決）
第19条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。

　この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自１通を所有するものとする。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　甲　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　乙　　　　　　
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